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現状：高齢化に伴う障害者数の増加 

※1980年は、身体障害児（0～17歳）に係る調査は行っていない（出典）厚生労働省「平成18年身体障害児・者実態調査」 

（千人） 
年齢階級別の身体障害者・身体障害児数の推移 
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身体障害者に占める高齢者の割合が大きくなっている（2006年度で60%超）。 
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制定されている配慮規格の具体例（触覚により、種類などの判別が可能） 

• カードの切り欠き • 牛乳パックの切り欠き • 容器触覚記号 

高齢者や障害者への配慮に係る取り組みを積極的に進めることで、高齢者・障害者に
やさしい社会の実現を目指す。 

高齢者・障害者配慮を促進する取り組み 
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アンバー色        
バックライト液晶 

電話機のアクセシビリティ例(X8341-4) 

ゆっくり通話 

声の大きさ調節 

３つの大きなワン
タッチダイヤル 

骨伝導受話器 

車いすを横付けして操作できる(X8341-5) 

高齢者・障害者等配慮設計指針（JIS X 8341s）              

        －情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス 

○情報アクセシビリティ全体の共通事項の規格 ：（JIS X 8341-1） 

○パソコン等の情報機器の規格 ：（JIS X 8341-2） 

○ウェッブアクセシビリティの規格 ：（JIS X 8341-3） 

○電話、ＦＡＸ等の電気通信機器の規格 ：（JIS X 8341-4）  

○コピー、複合機等事務機器の規格 ：（JIS X 8341-5） 

声の高さ調節 

高齢者・障害者配慮に関する指針（規格） 
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片手で操作可能 

車いすでも操作可能な 

箇所へのボタンの配置 
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 今まで高齢者・障害者向けの配慮は、機器や道具の形状、インターフェスなど、ハー

ド部分のユニバーサルデザインに配慮が置かれることが多かった。 

ハード面の整備からソフト面の整備へ 

ハード・ソフト両面でのバリアフリー整備の重要性 
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 ハード面での整備が進められる中、ソフト面での整備の拡充の重要性が認識される

ようになり、ウェブにおいても同様の対応が求められている。 
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ICTはもはや我が国、社会において必要不可欠なツールとなっているものの、我が国の

高齢化が急速に進む中でデジタルディバイドは依然として存在。 

情報アクセシビリティの重要性 

6 

高齢者・障害者のデジタルディバイド解消に向けてはＩＣＴ利活用の導入を積極的に図

る必要があり、高齢者・障害者のICT利活用を促進するための支援が必要。 

 社会基盤としてのインターネットの重要性が高まり、ＩＣＴを活用して提供される公共

サービスが充実すればするほど、それらのサービスが利用できない場合の不利益も深

刻となり、障害者や高齢者も含めたあらゆる人々がそれらのサービスを利用できること

が重要な課題となっている。 
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ウェブアクセシビリティを推進する法令等 

1. 法 

 障害者基本法（情報の利用におけるバリアフリー化等）第二十二条２（平
成２３年改正）  

 工業標準化法（日本工業規格の尊重）第六十七条 

2. 日本工業規格 

 JIS X 8341-3:2010「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信におけ
る機器，ソフトウェア及びサービス－第3部：ウェブコンテンツ」 

3. JIS等に基づく取組を求める指針等 

 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方（指針） 

 新電子自治体推進指針 

 コンピューター製品及びサービスの調達に係る総合評価落札方式の標
準ガイド 

 電子政府ユーザビリティガイドライン 

 国及び地方公共団体は、法、規格、指針等に基づき、ウェブアク
セシビリティへの対応が求められている。 
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＜構造図＞ 

情報アクセシビリティＪＩＳの開発体系について  
１．基本規格：すべての製品・サービスにかかわる基本となるもの 
・JIS Z8071  高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針 
（ISO/IEC ガイド71:2001）  
 
２．共通規格：共通となる考え方や、機能、技術的要件 
・JIS X8341-1 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、 
ソフトウェア及びサービス－第一部：共通指針 
 
３．個別規格：個々の製品やサービスごとに規定するもの 
・JIS X8341-2 第二部：情報処理装置 

●JIS X 8341-3:2010「高齢者・障害者等配慮設計指
針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサー
ビス－第3部：ウェブコンテンツ」 

     ※２０１０年８月に改正された規格 

①基本規格 

②共通規格 

③個別規格 

情報アクセシビリティに関連する規格の全体像 
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基本規格 

共通規格 

個別規格 

ISO/IEC 
Guide71：2001年 

(JIS Z 8071:2003年) 

高齢者・障害者等配慮設計指針 

－情報通信における機器， 

ソフトウェア及びサービス－ 

第１部：共通指針 

（JIS X8341-1） 

2010年3月改正 

第
２
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ン
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第
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第
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事
務
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（JIS X8341-2） 
2004年 

5月20日制定 

（JIS X8341-3） 
2010年 

8月20日改正 

（JIS X8341-4） 
2012年度内 
改正予定 

（JIS X8341-5） 
2006年 

1月20日制定 

ウェブアクセシビリティに関する規格の構造 
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ウェブアクセシビリティに関する規格の改正 
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  従来のJISはウェブサイトの制作に際して対応すべき項目が３９項目定められており、これらは 

  ○「・・・しなければならない」と記載されている「必須項目」 

  ○「・・・することが望ましい」と記載されている「推奨項目」 

 に分かれていたが、各団体において、どのように対応する項目を選ぶべきか、具体的な指針はなかった。     
また、対応する項目の数や種類などによるレベルも設定がされていなかった。 

   そこで、改正JISではウェブサイトの制作に際して対応すべき「達成基準」を６１項目に細分化するととも

に、これらの６１項目を達成の困難度に合わせて、それぞれ「Ａ」、「ＡＡ」、「ＡＡＡ」と３段階の達成等級に分
類。これにより各団体は目標とする達成等級を選定した上で、６１項目の中から対応する達成基準を選定
することが可能となった。 → Ｐ２８ 

○JIS X ８３４１－３ ：２０１０の主な特徴 

JIS 8341-3:2004個別要件 JIS 8341-3:2010個別要件 

細分箇条 内容 優先度 細分箇条 題目 達成等級 

5.6 c) フォントの色には、背景色などを考慮し見
やすい色を指定することが望ましい。 

推奨 7.1.4.3 最低限のコントラストに関する達成基準 ＡＡ 

7.1.4.6 より十分なコントラストに関する達成基準 ＡＡＡ 

（例） 
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１．ウェブアクセシビリティの社会的重要性について 
２．公的機関ウェブアクセシビリティの現状 
３．「みんなの公共サイト運用モデル」について 

全体構成 
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12 出典：内閣府「平成21年度障害者施策総合調査」 

 情報バリアフリー化を進めるにあたり、取り組みが求められることは多岐に渡る
が、その中でも、ウェブに関連する分野において求められていることは多い。 

選択肢 ｎ ％ 

各種書類の音声コードの付与 538 25.2 

各種書類の点字化、音声化 709 33.2 

公共施設等における手話通訳の配置 674 31.6 

公共施設等における要約筆記者の配置 647 30.3 

各種書類・ホームページへのふりがなの付与 450 21.1 

アクセシブルなホームページの作成 713 33.4 

インターネット等に文字情報を入れる 424 19.9 

問い合わせ先に電話番号、ファックス、メールアドレスをなどを併記すること 828 38.8 

見やすい書類・ホームページの作成 808 37.8 

誰もが分かりやすい内容の書類・ホームページの作成 1,177 55.1 

公共施設等の展示案内、音声ガイド等の案内表示の設置 814 38.1 

その他 413 19.8 

0% 20% 40% 60% 

情報バリアフリー化において求められていること 
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国、地方自治体における情報バリアフリー化 
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出典：内閣府「平成21年度障害者施策総合調査」 

障害のある人への情報提供について実施主体における情報バリアフリー化  
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国

地方自治体（都道府県）

地方自治体（市町村）

民間団体（障害者団体、

ボランティア団体など）

企業

教育機関

マスコミ関係

サービス提供事業者

 国、地方自治体などの公共機関は、バリアフリー化されていないという回答が、「どちらかと
言えばされていない」も合わせると５割以上を占めており、より一層の取り組みが求められる。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

国

地方自治体（都道府県）

地方自治体（市町村）
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マスコミ関係

サービス提供事業者

十分されていると思う

どちらかと言えばされていると思う

どちらかと言えばされていないと思う

ほとんどされていないと思う

不明・無回答
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地方公共団体ホームページのアクセシビリティに関する意見 
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【実施概要】 

 調査対象：全地方公共団体（計1,797団体）公式HP担当者 

 調査期間：平成23年1月24日から2月23日まで 

 有効回答：1,110サンプル（有効回答率 61.8%） 

都道府県
3.6%

10万人以上
18.5%

10万人未満
17.7%

5万人未満
39.9%

1万人未満
11.7%

5千人未満
8.6%

不明
0.0%

（N=1110）

総務省において、平成２２年度に「みんなの公共サイト運用モデル」を改定するにあたりアクセ
シビリティに関するアンケートを実施。 

①実施概要 
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②ウェブアクセシビリティの認知度 
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41.1

63.8
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28.5

23.5
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6.9

13.7

4.1

2.3

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0
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0.2

0.8

0.0

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1110）

5千人未満（n=95）

1万人未満（n=130）

5万人未満（n=443）

10万人未満（n=197）

10万人以上（n=205）

都道府県（n=40）

内容を知っている 言葉を聞いたことはあるが、内容は知らない まったく知らない 不明

全体でウェブアクセシビリティの「内容を知っている」 との回答が76.7% 

ウェブアクセシビリティへの取り組みは「既に十分に取り組んでいる」との回答が9.3% 
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③JIS X 8341-3:2010改正の認知度 
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5万人未満（n=443）

10万人未満（n=197）

10万人以上（n=205）

都道府県（n=40）

既に規格票を購入した 改正されたことは知っている 改正されたことを知らない

JIS X 8341-3そのものを知らない 不明

JIS改正を認知しているとの回答が61.1% 

「ウェブアクセシビリティ方針」策定・公開について内容を知っているとの回答が20.1% 
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④ウェブアクセシビリティ向上の取組を進める上での問題 

 

72.9
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ページ制作担当職員のアクセシビリティの理解や知識が
十分でない

職員の異動によりアクセシビリティに関するノウハウや意
識が引き継がれない

高齢者・障害者等の利用者によるアクセシビリティ検証を
行う仕組みがない

アクセシビリティ配慮の優先度が低く予算や人手が配分
されない

効果的な作成支援ツールやチェックツールがない

制作途中や完成時にアクセシビリティを検証するのが難
しい

更新によるアクセシビリティ低下を防ぐのが難しい

職員研修をどのように行って良いかわからない

業者への発注時、アクセシビリティ要件をどう盛り込めば
よいかわからない

ウェブアクセシビリティ対応の所管部署が明確でない

十分な能力を持った業者が育っていない

ウェブアクセシビリティ対応の所管部署に強い権限が与
えられていない

その他

(%)

（N=1110）

更新によるアクセシビリティ低下を防ぐのが難しい 

ページ作成担当職員のアクセシビリティの理解や知識が十分でない 

職員の異動によりアクセシビリティに関するノウハウや意識が引き継がれない 

高齢者・障害者等の利用者によるアクセシビリティ検証を行う仕組みがない 

アクセシビリティ配慮の優先度が低く予算や人手が配分されない 

効果的な作成支援ツールやチェックツールがない 

制作途中や完成時にアクセシビリティを検証するのが難しい 

職員研修をどのように行って良いかわからない 

業者への発注時、アクセシビリティ要件をどのように盛り込めばよいかわからない 

ウェブアクセシビリティ対応の所管部署が明確でない 

十分な能力を持った業者が育っていない 

ウェブアクセシビリティ対応の所管部署に強い権限が与えられていない 

その他 
17 
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ウェブアクセシビリティの取り組みの方向 

背景 
○取り組みの推進に向けて  

 地方公共団体等のウェブアクセシビリティの取り組みを進めるために、課題・問題に対応す
べく、参考となるモデル及び評価ツールが必要。 

○アンケートの結果  

 JISについて認知したり、改正されたことを認識している団体は多いものの、内容について
知っている、十分に取り組んでいる、と答えた団体数は少なく普及が必要。 

○地方公共団体等での使いやすさに配慮 

 地方公共団体等がウェブアクセシビリティ向上のために実施すべき取組みを明示する。地
方公共団体等の職員が理解し活用しやすい構成・内容とする。 

○JISの改正を踏まえ、内容の見直し 

 JIS(X 8341-3:2010)及び関連文書と連携した内容とする。 

○ウェブアクセシビリティへの取り組みの普及啓発 

 JISの内容理解、対応が不十分であることから、説明会などを通じ普及啓発を行う。 

取り組みの促進に向けて 
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地方公共団体向け

のセミナー等を   

活用した普及促進 

JIS X8341-3の策定 
•内容が技術的 

•実現方法等が不明確 等 

みんなの公共サイト運用モデルの策定 
•地方公共団体等で活用できる運用モデル 

•各種手順書、ワークシート 

 高齢者やチャレンジドを含む誰もが地方公共団体等のホームページやウェブシステムを利用するこ

とができるよう、規格の策定（日本工業規格『JIS X8341-3』）や、ホームページ等を作成、運用するた

めのモデルの改定を実施。 

 また、それらを踏まえて、地方公共団体向けのセミナー等を活用し、普及促進へ。 

JIS X8341-3の改正 
（２０１０年８月改正） 

・国際規格(WCAG2.0)と同一基準 

・技術に依存しない記述 

みんなの公共サイト運用モデルの改定 
（２０１０年度改定） 

•JISの改正を踏まえ、内容の見直し 

•地方公共団体での使いやすさに配慮 

 

２０１０年度 

２００４年～２００５年 

地方公共団体等のウェブコンテンツのアクセシビリティ確保に向けて 

20 
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みんなの公共サイト運用モデルとは 

ウェブアクセシ
ビリティ対応の

手引き 

「みんなの公共サイト運用モデル」 

○ 国及び地方公共団体等の公的機関のホームページ等が、高齢者や障害
者を含む誰もが利用できるものとなるよう作成したもの。 

○ ウェブアクセシビリティ改定に関する日本工業規格（JIS X8341－3:2010） 
に基づき、国及び地方公共団体等の公的機関が実施すべき取り組み項目と
手順を提示。 

JISにおける課題 

• 内容が定性的、抽象的 

• 実現方法等が明確にされていない 等 

研究会の検討結果 

• 具体的な対応項目や、目安の提示 

• 各種手順書、 
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みんなの公共サイト運用モデルの策定に向けて 

 総務省では2005年に、ウェブアクセシビリティ維持・向上のための運用モデルである

「みんなの公共サイト運用モデル」を策定し、地方公共団体等の取り組みの支援を実
施。 

 その後、2010年8月に日本工業規格（JIS X8341-3）が改正されたことを踏まえ、地方

公共団体を対象とするヒアリング等調査により、ウェブアクセシビリティの取組や「運用
モデル」の具体的な活用方法、課題等の調査を行い、その後、研究会においてモデル
の改定の為の検討を実施。 

○東洋大学の山田肇教授を座長として検討会を実施 

○ウェブアクセシビリティの有識者、チャレンジド関連施策の有識者、地方公共団体
ウェブサイト担当者、業界団体担当者、関係省庁担当者などによる研究会を開催 

○2010年9月から半年間でメール等による検討とは別に、計３回の対面の研究会を実
施し、本年3月に改定。 
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「運用モデル」改訂の内容 

1. 必要な取り組みを簡単にまとめた資料（「手引き書」）を提供する 

  従来のモデルは報告書、手順書集に分かれており合計300ページを超えるもの 

  → 

  取組みの必要性、及び実施すべき取り組み内容を簡潔に解説した３０ページ程度
の文書（「手引き書」）として作成。 

 

2. 全付属資料を見直す 

  検討の様式や手順の詳細を具体的に示す必要があるものは、内容を見直した上
で付属資料を提供。掲載。 

 

3.実施すべき取り組みを一覧で提示する 

  各団体において実施の有無及び評価を行えるようにするため。 

 

4.取組みを行う、内容やスケジュールについて、具体的なケースを例示する 

  達成すべき等級の順序や、スケジュールを含めた対応例を掲載。 

 

 23 
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概要版 

＜付属資料１＞ 

ウェブアクセシビリティ方針 
策定・公開の手順書 

ウェブアクセシビリティ 
対応の手引き 

＜付属資料２＞ 

外部発注における 
アクセシビリティ確保手順書 

＜付属資料３＞ 

高齢者・障害者の 

ホームページ利用確認ガイド 

「運用モデル」改定版の構成① 

 改定版の運用モデルの構成は、本体の対応の手引き、概要
版、３点の付属資料の構成となっている。 
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「運用モデル」改定版の構成② 

資料名 概要 主な用途 

ウェブアクセシビリティ対応の
手引き 

取り組みが求められる背景、実施すべき取
組み項目と手順、関連情報等 

業務全体の確認 

ウェブアクセシビリティ対応の
手引き 概要版 

「ウェブアクセシビリティ対応の手引き」の概
要版 

概要の確認 

＜付属資料１＞ 

ウェブアクセシビリティ方針 

策定・公開の手順書 

「ウェブアクセシビリティ方針」の策定・公開
の考え方と手順 

方針検討 

＜付属資料２＞ 

外部発注における 

アクセシビリティ確保手順書 

リニューアル外部発注の際の仕様書作成、「
試験」の実施・公開の考え方と手順 

外部発注 

＜付属資料３＞ 

高齢者・障害者の 

ホームページ利用確認ガイド 

高齢者・障害者によるホームページの利用
方法を理解し、確認する方法や、高齢者・障
害者にホームページを実際に利用し評価し
てもらう際の手順 

利用者の理解 
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【2010年度運用モデル改訂版】 【2005年度版運用モデル】 

ウェブアクセシビリティ対応の手引き  

ウェブアクセシビリティ方針策定 

・公開の手順書 

外部発注におけるアクセシビリティ 

確保手順書 

高齢者・障害者のホームページ 

利用確認ガイド 

（参考）視聴覚障害者情報 

提供施設等一覧 

ウェブアクセシビリティ対応の手引き 

付属資料１ 

付属資料２ 

概要版 

付属資料３ 

1）基本方針策定ガイド 

2）取組体制構築ガイド 

3）目標・実施計画設定ガイド 

3a）対象調査票（例） 

4a）基本検討シート 

4b）対応方針回答ガイド 

4c）詳細検討シート 

4d）実施内容確認シート 

5）簡易点検ガイド 

5a）簡易点検結果記入シート 

6）障害者・高齢者による評価手順 

6）（参考）視聴覚障害者情報提供施設等一覧 

7）外部からの意見の処理手順 

研究会報告書 

4）ホームページ・リニューアル等実施手順 

26 

「運用モデル」改定版の構成③ 
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アクセシビリティへの配慮が求められるコンテンツ 

1. 最優先で取り組むべき対象 

 公式ホームページ 

 団体が運営する関連サイト 

 ウェブシステム（例：電子申請、施設予約、各種情報検索、蔵書検索等） 

 携帯電話向けサイト 

2. その他対応が求められる対象 

 証明書発行端末等で提供されるウェブコンテンツ 

 CD等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ 

 団体内で活用するイントラネットのウェブコンテンツ 

 ウェブ技術で作成された業務アプリケーション 

 公共団体等においては、作成される全てのコンテンツについてアクセシビリティ
への配慮を行うことが求められる。 

 実際に取り組むにあたっては、各団体において対象となるコンテンツの全体像
を把握し、優先順位を検討した上で取り組むことが重要。 

 【取組み対象の具体例】 



情報通信政策局－ICT Policy 

28 

求められる対応と期限の目安 

＜既に提供しているホームページ等＞ 

• 2012年度末まで 「ウェブアクセシビリティ方針」策定・公開 

• 2013年度末まで ＪＩＳの等級Ａに準拠（試験結果の公開） 

• 2014年度末まで ＪＩＳの等級ＡＡに準拠（試験結果の公開） 

 

＜ホームページ等を新規構築する場合＞ 

• 構築前に 「ウェブアクセシビリティ方針」策定 

• 構築時に ＪＩＳの等級ＡＡに準拠（試験結果の公開） 

 国及び地方公共団体等の公的機関は、「運用モデル」を参考
に、下記を目安にできるだけ速やかに対応することが求められ
る。 

【期限】 
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ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のＰＤＣＡサイクル 

 各団体は、PDCAサイクルなどを参考に、継続的にウェブアクセ
シビリティの確保・維持・向上に取り組むこと。 

2012年度末まで 

2013年度末まで 
 ⇒Ａ準拠 

2014年度末まで 
  ⇒ＡＡ準拠 

（Ａｃｔｉｏｎ） （Ｐｌａｎ） 

（Ｄｏ） （Ｃｈｅｃｋ） 

ホームページの 

現状確認と目標設定 

継続的な検証と 

改善の取組 

目標を達成する 

ための取組 

JIS X 8341-3:2010 
に基づく試験 

（取組例） 
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達成等級・達成基準の選定 

  JIS X8341－3の改正により、ウェブアクセシビリティの配慮に３段階の達成等級が設定

されている。最も優先すべき配慮が等級Ａとなっており、その上位のレベルとして等級ＡＡ、
さらに上位のレベルとして等級ＡＡＡがある。 

 ６１項目の達成基準には、全てこれら達成等級が付けられている。 

  ○等級Ａ   ： ２５項目 （２０１３年度末までに準拠） 

  ○等級ＡＡ   ： １３項目 （２０１４年度末までに準拠） 

  ○等級ＡＡＡ  ： ２３項目 

 ウェブサイトの目的や、コンテンツの性質上、直ちに対応することが困難な場合でも、可
能な箇所より対応し、アクセシビリティの向上のために目標とする達成基準を増やせるよう、
継続的な取組みを行うことが重要。 

細分箇条 題目 達成等級 
7.1.1.1 非テキストコンテンツに関する達成基準 Ａ 
7.1.2.1 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 Ａ 
7.1.2.2 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 Ａ 
7.1.2.3 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 Ａ 
7.1.2.4 ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 ＡＡ 
7.1.2.5 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 ＡＡ 
7.1.2.8 収録済みのメディアの代替コンテンツに関する達成基準 ＡＡＡ 

7.1.2.9 ライブの音声しか含まないコンテンツの代替コンテンツに関する達成基準 ＡＡＡ 

（例） 
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みんなのアクセシビリティの評価ツール 

○ 問題がある箇所を自動的に特定し、提示 

○ 問題がある可能性が高い箇所、問題かどうかを人が判断すべき箇所を特定し提示 

○ 音声読み上げソフトによる読み上げ順などを可視化 

○ 問題箇所に該当するJIS の関連情報へのリンクを提供 

○ 機械的に検証可能な項目を自動的に評価し、また人による判断が必要な項目
についても、その箇所を示したり、視覚化 

○ 検証時の作業を簡略化、省略し、確認作業の簡易化ウェブアクセシビリティへ
の取り組みを支援 

○ 日常のページ作成における問題の有無の確認 

○ 公開されているページの問題の有無の確認 

○ リニューアルのプロジェクトの評価 

○ JIS X 8341-3:2010に基づく試験 

評価ツールの特徴 

評価ツールの利用例 
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アクセシビリティへの取り組みに関する普及啓発 

 ヒアリング、アンケート調査等においてＪＩＳの内容の理解や、取り組み状況につ
いては十分ではないという回答が多い傾向があった。 

 この度改定されたモデル、新たに作成された評価ツールに関して、国による普
及啓発を行うことが重要。 

○ 全国の地方公共団体へモデルとツールをＣＤ－Ｒにて配布 

○ 総務省のＨＰにてダウンロード可能としている。 

○ 全国の総通局単位でのアクセシビリティに関する説明を行ない、普及活動へ
の取り組みを推進 

普及啓発に向けた取り組み 
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ご清聴ありがとうございました 


